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保護者の皆様 

上郡町教育委員会 

保護者連絡ツール「tetoru(テトル)」の導入と登録のお願いについて 

 

 盛夏の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また、日

頃より上郡町の教育活動にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、上郡町教育委員会では、学校から保護者へのメール配信として「キュート連絡網」を活用して

きましたが、２学期からは保護者連絡ツールとしてアプリを通じて連絡配信・欠席連絡ができる「tetoru

（テトル）」を導入することといたしました。 

つきましては、一緒に配布しております「連絡アプリ tetoruのご利用登録への案内」に沿って、ス

マートフォン等への専用アプリのインストールと、新規アカウント登録（お子さま登録）をお願いいた

します。 

 

１．「tetoru(テトル)」の概要 

 ・学校からの連絡や文書をアプリ上で受け取ることができます。 

 ・お子様の欠席等連絡をアプリ上から簡単に行うことができます。 

 

２．「tetoru(テトル)」導入の主な理由 

⑴ 学校からの連絡をファイル添付して発信することができ、素早い情報伝達が可能なほか、文書の

ペーパーレス化により配布物の量を減らすことが可能。 

 ⑵ お子様の欠席等の連絡を行うことができ、学校内でも容易に情報を共有可能。 

 ⑶ アプリ一つで⑴ ⑵の機能を備えており、シンプルで直感的な操作性。 

 

３．今後のスケジュール 

 ⑴ tetoru利用登録期限     ：登録案内用紙に記載の登録期限 

 ⑵ tetoruによる欠席連絡受付開始：令和５年９月１日から 

 ⑶ tetoruによるお知らせ配信  ：令和５年９月から 

 

４．登録・ご利用にあたっての注意事項 

 ⑴ 児童生徒１人につき登録用紙を１枚配布します。兄弟姉妹がいる場合はそれぞれ登録をお願いし

ます。 

 ⑵ 「なりすまし」を防ぐため、登録用紙で登録できる保護者は１名です。登録したスマートフォン

の tetoruアプリから招待することで、別の保護者も登録いただけます。 

⑶ 利用登録期限を過ぎた場合、配布した登録用紙では登録できなくなるためご注意ください。未登

録のまま期限を過ぎた場合は学校までご連絡ください。 

 ⑷ 欠席連絡の受付は、小学校、中学校とも朝８時10分までとします。それ以降の欠席連絡はtetoru

上では出来ませんので、学校までお電話にてご連絡ください。また、tetoru 利用可能時間帯であ

っても従来どおり電話で欠席等連絡することも可能です。 

 ⑸ スマートフォンをお持ちでない場合は、本アプリをご利用いただくことができませんが、「Web

版 tetoru」に登録することにより、学校からの連絡配信をメールで受信することが可能です。（「欠

席連絡」の機能は利用できません。） 

 ⑹ 登録・利用にあたってご不明な点は、登録用紙の記載の tetoruヘルプセンターをご確認いただ

くか、学校までお問い合わせください。 


